
                                    

 

 

 

 

令和 ７年 11 月 21 日 

物流・自動車局貨物流通事業課 
 

違法な「白トラ」への規制が来年４月１日から強化されます  

～「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定～  

 

 

 
 

 

１．背景  

改正法の一部の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行することとされているところ、今般、その施行

期日を定めるとともに、施行に伴い必要な規定の整備を行います。 
 

２．概要 

(1)貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 

改正法のうち下記事項について、令和８年４月１日より施行することとします。 

①違法な白トラの利用に係る荷主等への規制 

○ 荷主等が、白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者（以下「違法

な白トラ事業者」という。）に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対

象となります。 

○ 荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場

合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができます。 

②委託次数の制限 

○ 貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数

を２回以内までとする努力義務が課されます。 

③貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用 

○ 現行では貨物自動車運送事業者にのみ課されている運送契約締結時の書

面交付義務等の規定が、貨物利用運送事業者にも新たに課されます。 
 

(2)貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令 

○ (1)③に関する荷主・運送事業者間での調整を電磁的方法で行うための手

続に係る規定を、貨物利用運送事業者にも準用します。 
 

３．スケジュール 

公  布：令和７年 11 月 27 日（木） 

施  行：令和８年４月１日（水） 

 

 

 

 

本年６月に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」（令和

７年法律第 60 号。以下「改正法」という。）のうち、違法な白トラに係る荷主

等への規制や委託次数の制限等に関する規定の施行期日を、令和８年４月１日

と定める政令等が、本日閣議決定されました。 

 

【お問い合わせ先】 

物流・自動車局貨物流通事業課 宮浦、佐々木 

連絡先：03-5253-8111（内線 41-324）、03-5253-8575（直通）  



 
 

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱 

 

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（令和七年法律第六十号）附則第一条第二

号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。 

 



政
令
第　
　
　

号 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令 

内
閣
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
の
規
定

 

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
四
月

一
日
と
す
る
。 

 

 



理　

由 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

   



 
 

 
 

 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

第
一

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正
法
第
一
条
関
係
）

一

健
全
化
措
置
及
び
実
運
送
体
制
管
理
簿
に
関
す
る
規
定
等
の
拡
充
に
関
す
る
事
項

 
 

１

書
面
の
交
付
に
係
る
規
定
等
に
お
け
る
真
荷
主
の
範
囲
の
適
正
化 

 

（
第
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
の
五
関
係
）

 
 

 
 

現
行
法
に
お
い
て
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
真
荷
主
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が

元
請
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
、
真
荷
主
の
範
囲
を
適
正
化
す
る
こ
と
。

 
 

２

真
荷
主
か
ら
引
き
受
け
た
貨
物
の
運
送
に
係
る
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
の
制
限

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
二
十
三
条
の
四
関
係
）

 
 

 
 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
真
荷
主
か
ら
引
き
受
け
た
貨
物
の
運
送
に
つ
い
て
他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

者
の
行
う
運
送
を
利
用
す
る
と
き
は
、
当
該
貨
物
の
運
送
に
つ
い
て
当
該
他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
か
ら
の
二
以

上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
制
限
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

３

準
用
対
象
の
追
加 

 
 
 
 
 
 

（
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
関
係
）



特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
、
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
、
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
及
び
第
二
種
貨
物

利
用
運
送
事
業
者
に
健
全
化
措
置
及
び
実
運
送
体
制
管
理
簿
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
た
め
、
必
要
な
規
定
の
整
備

を
行
う
こ
と
。

二

無
許
可
等
で
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
に
貨
物
の
運
送
を
委
託
す
る
者
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
事
項

１

無
許
可
等
で
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
へ
の
貨
物
の
運
送
の
委
託
の
禁
止

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
新
第
六
十
五
条
の
二
及
び
第
七
十
五
条
新
第
十
四
号
関
係
）

⑴

何
人
も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
貨
物
の
運
送
を
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

①

第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
無
許
可
で
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者

②

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
無
許
可
で
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者

③

第
三
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
し
て
無
届
で
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者

⑵

⑴
に
違
反
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。

２

無
許
可
経
営
等
原
因
行
為
へ
の
対
処 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
新
第
一
条
の
二
の
二
関
係
）

⑴

国
土
交
通
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
以
外
の
者
に
よ
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
経
営
（
以



 
 

下
「
無
許
可
経
営
等
」
と
い
う
。
）
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
（
以
下
「
無
許
可
経
営
等
原
因
行
為
」
と

い
う
。
）
を
荷
主
そ
の
他
の
者
（
以
下
「
荷
主
等
」
と
い
う
。
）
が
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関

係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
当
該
荷
主
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑵

国
土
交
通
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
荷
主
等
が
無
許
可
経
営
等
原
因
行
為
を
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
荷
主
等
に
対
し
、
無
許
可
経
営
等
原
因
行
為
を
し
な
い
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑶

国
土
交
通
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
荷
主
等
が
無
許
可
経
営
等
原
因
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当

な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
荷
主
等
に
対
し
、
無
許
可
経
営
等
原
因
行
為
を
し
な
い
よ
う
勧
告
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

⑷

国
土
交
通
大
臣
は
、
⑶
に
よ
る
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑸

関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
荷
主
等
に
よ
る
無
許
可
経
営
等
原
因
行
為
の
効
果
的
な
防
止
を
図
る
た
め
、
⑵
及
び
⑶

の
実
施
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑹

地
方
実
施
機
関
は
、
当
分
の
間
、
無
許
可
経
営
等
を
す
る
者
に
対
す
る
荷
主
等
の
行
為
が
無
許
可
経
営
等
原
因
行

為
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
を
把
握
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
国
土
交
通
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す



る
こ
と
。

第
二

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正
法
第
二
条
関
係
）

一

目
的
規
定
の
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
）

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
運
営
を
適
正
か
つ
合
理
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
従
事

す
る
者
の
労
働
環
境
の
適
正
な
整
備
に
留
意
し
つ
つ
行
う
べ
き
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。

二

許
可
の
更
新
制
度
の
導
入
等
に
関
す
る
事
項

１

許
可
の
基
準
の
追
加 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
新
第
三
号
の
二
関
係
）

 
 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
の
基
準
と
し
て
、
現
行
法
の
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
基
準
及
び
四
２
の
労
働
者

の
適
切
な
処
遇
の
確
保
そ
の
他
の
事
業
の
適
確
な
遂
行
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
し
て
そ
の
事
業
を
遂
行
す
る
こ
と
そ
の

他
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
て
そ
の
事
業
を
遂
行
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

２

許
可
の
更
新
制
度
の
導
入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
六
条
の
二
関
係
）

⑴

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受

け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
。



 
 

⑵

⑴
の
許
可
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
⑴
の
期
間
（
以
下
「
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
の
満
了
の

日
ま
で
に
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
は
、
有

効
期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
。

⑶

⑵
の
場
合
に
お
い
て
、
⑴
の
許
可
の
更
新
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
有
効
期
間
は
、
従
前
の
有
効
期
間
の
満
了

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑷

国
土
交
通
大
臣
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
⑴
の

許
可
の
更
新
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑸

許
可
の
申
請
、
欠
格
事
由
及
び
１
を
含
む
許
可
の
基
準
の
規
定
は
、
⑴
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。

三

適
正
原
価
に
関
す
る
事
項

１

運
賃
及
び
料
金
に
係
る
適
正
原
価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
九
条
の
二
及
び
第
六
十
八
条
関
係
）

 
 

⑴

国
土
交
通
大
臣
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
運
賃
及
び
料
金
に
つ
い
て
、
燃
料
費
、
全
産
業
の
労
働
者
一

人
当
た
り
の
賃
金
の
額
の
平
均
額
を
踏
ま
え
た
人
件
費
、
減
価
償
却
費
、
輸
送
の
安
全
確
保
の
た
め
に
必
要
な
経
費
、

委
託
手
数
料
、
事
業
を
継
続
し
て
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
投
資
の
原
資
、
公
租
公
課
そ
の
他
の
事
業
の
適



正
な
運
営
の
確
保
の
た
め
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
費
用
で
あ
っ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
的
確
に
反

映
し
た
積
算
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
の
原
価
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

 
 

⑵

国
土
交
通
大
臣
は
、
⑴
の
原
価
（
以
下
「
適
正
原
価
」
と
い
う
。
）
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

 
 

⑶

国
土
交
通
大
臣
は
、⑴
に
よ
る
適
正
原
価
の
設
定
に
つ
い
て
は
、運
輸
審
議
会
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

２

適
正
原
価
を
下
回
る
運
賃
及
び
料
金
の
制
限 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
九
条
の
三
関
係
）

 
 

⑴

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
１
⑵
に
よ
る
適
正
原
価
の
告
示
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
自
ら
が
引
き

受
け
る
貨
物
の
運
送
に
係
る
運
賃
及
び
料
金
が
当
該
適
正
原
価
を
下
回
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

 
 

⑵

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
１
⑵
に
よ
る
適
正
原
価
の
告
示
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
自
ら
が
引
き
受

け
る
貨
物
の
運
送
に
つ
い
て
他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
を
利
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
利
用
す
る
運

送
に
係
る
運
賃
及
び
料
金
が
当
該
適
正
原
価
を
下
回
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。



 
 

四

労
働
者
の
適
切
な
処
遇
の
確
保
及
び
事
業
の
的
確
な
遂
行
に
関
す
る
事
項

１

労
働
者
の
適
切
な
処
遇
の
確
保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
二
十
四
条
の
六
関
係
）

 
 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
そ

の
他
の
労
働
者
が
有
す
る
知
識
、
技
能
そ
の
他
の
能
力
に
つ
い
て
の
公
正
な
評
価
に
基
づ
く
適
正
な
賃
金
の
支
払
そ
の

他
の
労
働
者
の
適
切
な
処
遇
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

事
業
の
的
確
な
遂
行
に
関
す
る
事
項
の
追
加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
適
正
原
価
を
下
回

ら
な
い
額
で
の
貨
物
の
運
送
の
受
託
及
び
委
託
並
び
に
労
働
者
の
適
切
な
処
遇
の
確
保
を
追
加
す
る
こ
と
。

五

準
用
対
象
の
追
加
等 

 
 
 
 

（
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
関
係
）

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
、
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
、
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
及
び
第
二
種
貨
物
利

用
運
送
事
業
者
に
係
る
準
用
規
定
等
に
つ
い
て
、
二
か
ら
四
ま
で
の
事
項
に
関
し
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。



た
だ
し
、
第
一
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正
法
附
則
第
一
条
関
係
）

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



 

 

貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令案要綱 

 

１ 運送契約に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続等 

運送契約に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続に

係る規定について、第一種貨物利用運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者に準用す

る場合における方法を定める。（第一条及び第二条関係） 

 

２ 施行期日 

この政令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（令和七年法律第六十号）

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和八年四月一日）から施行する。（附則関

係） 

 



政
令
第　
　
　

号 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
令
（
令
和
七
年
政
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
同
条
第
一
項
」
を
「
法
第
十

二
条
第
一
項
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
法
第
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

第
二
条
第
四
項
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
」
の
下
に
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
つ
い
て
」
を
加
え
、

「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
」
を
「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
」
に
改
め
、
「
、

第
一
項
中
「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
」
と
、
第
二
項
中
「
一
般

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
」
と
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え



る
。 

５　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
つ
い
て
法
第

二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
他
の

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
他
の
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

附　

則 

こ
の
政
令
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理　

由 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
真
荷
主
及
び
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者

又
は
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
相
互
に
交
付
す
る
運
送
契
約
に
係
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る

提
供
の
承
諾
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案　

新
旧
対
照
条
文　

目
次 

 

 

○　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
令
（
令
和
七
年
政
令
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

1

 



- 1 -

○
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
令
（
令
和
七
年
政
令
第
二
十
二
号
）
（
抄
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
） 

（
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
） 

第
一
条　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

第
一
条　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

三
項
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の

三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
同
条
第
一
項
の
運
送
契
約
の
当
事
者
（
次
項

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

に
お
い
て
「
契
約
当
事
者
」
と
い
う
。
）
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と

。
）
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
（
法
第
三
十
六
条
第
二

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
承
諾
に
係
る
契
約
の
相
手
方
に
対
し
同

項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法

る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
送
契
約
の
当
事
者
（
次
項
に
お
い
て
「
契
約
当
事

の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当
該
契
約
の
相
手
方
か
ら
書
面
又
は
電

者
」
と
い
う
。
）
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

じ
め
、
当
該
承
諾
に
係
る
契
約
の
相
手
方
に
対
し
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規

る
方
法
で
あ
っ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
書
面

定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
得
る
も
の
と
す
る
。 

容
を
示
し
た
上
で
、
当
該
契
約
の
相
手
方
か
ら
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ

て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う
。

）
に
よ
っ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
削
る
）

３　

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
法
第
十
二
条
第
三

項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
中
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
） 
（
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
） 

第
二
条　

（
略
）　

 

第
二
条　

（
略
）　

 

２
・
３　

（
略
）　

２
・
３　

（
略
）　

４　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
第
一

４　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
法
第

種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
つ
い
て
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用

二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
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す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
二

合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
他
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

項
中
「
他
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般
貨
物

者
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
他
の
第
一
種
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
他
の
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
」
と
読
み
替

利
用
運
送
事
業
者
」
と
、
第
一
項
中
「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
」

え
る
も
の
と
す
る
。 

と
あ
る
の
は
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
」
と
、
第
二
項
中
「
一
般

 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

者
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て

（
新
設
） 

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
つ
い
て
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を

準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及
び

第
二
項
中
「
他
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
他
の
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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